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ͷ判例͔Βۙ࠷ ᾌʵফඅऀܖ๏ʹࢭࠩͮ͘جٻʵ

不動産賃貸事業者が使用する契約書に記載
されている、更新料支払条項及び契約ऴྃޙ
に明しがした場合の損害賠償の༧定を
定めた条項は、消費者契約法９条１号及び10
条により無ޮであるとして、適格消費者団体
が、契約のਃ込Έຢはঝの意ࢥ表ࣔのఀ止
及び契約書用ࢴのഁ棄等を求めた事Ҋの߇訴
৹において、ݪ৹を相当とし、֤条項は無ޮ
であると認めることはできないとして、߇訴
を棄却した事例ʢ౦ࡋߴژ.ฏ25年３݄28
日判ܾ.棄却.֬定.判例࣌ใ2188号57ทʣ

1 　事案の概要

適格消費者団体̭ʢݪ告ʣは、不動産事業
者̮ʢඃ告ʣに対し、Ҏ下の条項は、消費者
契約法９条１号及び10条にن定する消費者契
約の条項に当たり無ޮであるとして、契約の
ਃ込Έຢはঝの意ࢥ表ࣔのఀ止及び契約書
用ࢴのഁ棄ฒびにͦれらをै業員に周知・ప
ఈさせるા置を求めてఏ訴したɻ
ᾇ　更新料ʢ７条ʣ

ᶃ賃借人は、賃貸人が当該契約を借地借Ո
法38条のن定する定期借Ո契約とせͣ、契
約期間ຬྃ࣌において、賃貸人に正当事༝
がなけれ賃借人が契約ܧଓをબするこ
とができるී通借Ո契約をબしたことを
֬認した্で、賃借人は、賃貸人に対して、
当該બݖを行使した場合には、બݖ行
使対Ձとして、更新ޙの賃貸借契約におけ
る賃料等の１か݄分を支払͏ɻʢ１項ʣ
ᶄ前項の金員の支払໊は更新料とし、賃

貸人と賃借人は、更新料が࣮質తには新た
な契約期間にΘたる前払賃料であり、新た
な契約期間内に賃貸人の責にؼすから͟
る事༝によって契約がऴྃした場合でも、
賃貸人が賃借人に更新料の一部をฦؐする
ඞ要のないことを֬認したɻʢ２項ʣ
ᶅ更新料については、所定の契約期間ʢ２
年間ʣܦաのࡍに、ͦの都にൃ生するも
のであって、賃借人は、賃貸人に対して、
契約が法定更新された場合でも、当該期間
աの都更新料を支払͏ɻʢ３項ʣܦ

ᾈ　明しԆによる使用損害金ʢ23条ʣ
賃借人が賃借物件の明しをԆした場

合には、賃借人は、賃貸人に対して、契約
ऴྃ日のཌ日から明しྃ日·での期間
について、賃料等相当ֹの２ഒ相当の使用
料相当損害金を支払͏ɻただし、賃借人は
当該使用料相当損害金とผに賃料を支払͏
ඞ要はないɻʢҎ下、্記ᾈを「本件ഒֹ
賠償༧定条項」とい͏ɻʣ
なお、̮は、差止請求ޙに、契約条項を্

記のよ͏にվగしており、ͦのޙ更新料に関
する条項ʢᾇのᶄʣから「更新料が࣮質తに
は新たな契約期間にΘたる前払賃料であり、」
との記載を除しているɻʢҎ下、除ޙの
条項を「本件更新料支払条項」とい͏ɻʣ

一৹は̭の請求を棄却し、̭が߇訴したɻ

 2 　判ܾの要ࢫ

訴を߇判所は、次のとおり判ࣔし、̭のࡋ
棄却したɻ

ద֨ফඅऀஂମʹΑΔফඅऀܖ๏��ʹߋͮ͘ج৽
ྉࢧ߲のࢭࠩ༺Ίٻ͕٫͞غΕͨྫࣄ

（౦ߴژ判 ฏ2�・�・2� 判例࣌報21��-��）　金子.寛司
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ᾇ　本件更新料は、賃貸借契約をܧଓするこ
との対Ձとして支払Θれるものとされている
ものであり、賃貸借契約をܧଓするબݖの
行使自体は賃借人のݖ利の行使であったとし
ても、ͦれによって賃借人において賃貸借契
約のܧଓをબする利ӹが۩体Խするもので
あることにはมΘりはないから、ͦの対Ձを
支払͏き理༝がないとはいえないɻ

本件更新料のֹは賃料のֹ、賃貸借契約が
更新される期間等にরらして特にֹߴにա͗
るなͲの特ஈの事があるとはいえͣ、本件
更新料条項を締結するについて、賃貸人と賃
借人との間に、ใの質及びྔฒびに交ব力
の格差がଘࡏすることをӐΘせる事は認め
られないɻ

したがって、本件更新料支払条項について
は、消費者契約法10条にい͏「ຽ法１条２項
にن定する基本ݪଇに反して消費者の利ӹを
一ํతに害するもの」には当たらないと解す
るのが相当であるɻ

なお、本件更新料は、賃貸借契約をܧଓす
ることの対Ձとして支払Θれるものであるか
ら、契約期間ຬྃ前に賃貸借契約がऴྃした
場合に、これをฦؐしないことが消費者契約
法９条１号に該当するとも認められないɻ
ᾈ　本件ഒֹ賠償༧定条項の対となる損害
は、賃借人が賃借物件のฦؐ義務をཤ行せͣ
に使用をܧଓすることによってॳめてൃ生す
るものであって、契約の解除࣌においては、
損害ൃ生の有無自体が不明なものであるɻし
たがって、本件損害賠償༧定条項を、消費者
契約法９条１号にن定する消費者契約の解除
に͏損害賠償のֹを༧定しຢは違約金を定
める条項であると解することは相当でないと
い͏きであるɻ

本件ഒֹ賠償༧定条項の適用によって賃借
人に生͡る不利ӹのൃ生の有無及びͦの範囲
は、賃借人自の行為によってࠨӈされるも

のであるɻ賃借人が明しをした場合、
賃貸人は当該త建物をଞに賃貸して収ӹを
্͛ることができなくなる΄か、賃借人との
交বや明し訴ুのఏ੍ࣥڧ、ى行なͲに要
する費用のෛ担のൃ生なͲの損害がൃ生する
ことが容қに定されること、本件ഒֹ賠償
༧定条項の༧定するతのための使用料相当
損害金には、明し義務ཤ行のଅਐの機を
有するための違約金としての要ૉもؚ·れる
ことなͲをྀߟすれ、本件ഒֹ賠償༧定条
項において使用料相当損害金のֹを賃料等の
２ഒと定めることは、ֹߴにա͗るとか、ಉ
条項のత等にরらしてߧۉをࣦするとい͏
ことはできͣ、不当であるとはいえないɻ
ᾉ　Ҏ্によれ、ݪ判ܾは相当であって、
本件߇訴は理༝がないから、これを棄却するɻ

ʢ本件では΄かに、「特ผ損害賠償条項ʢ明
しのԆにより賃料等の１か݄分相当ֹを্
ճる損害がൃ生した場合、さらに特ผ損害の
賠償をするとの条項ʣ」についても無ޮとは
認められないとされているɻʣ

� 　まとΊ

本件においてߴ等ࡋ判所は、一৹の判ܾを
֓Ͷ引用し、更新料支払条項、ഒֹ賠償༧定
条項は、消費者契約法９条１号、10条には該
当しないとの判அをࣔしているɻ建物賃貸借
契約をめぐり、契約条項の有ޮੑ等について
が૪Θれることもあるが、本件では、更新料
にる࠷判ฏ23・７・15ʢ3&5*083�119ʣも引
用し、࣮務の࣮ଶも౿·えた判அがࣔされて
おり、࣮務্もߟࢀになるものとࢥΘれるɻ

なお、ഒֹ賠償༧定条項については、大ࡕ
判ฏ25・10・17ʢ3&5*0100�130ʣにおいてߴ
も消費者契約法９条ຢは10条には該当しない
との判அがࣔされておりซせてࢀরされた
いɻ

（調査研究部次）
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